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新座市立東北小学校ＰＴＡ規約 

第 1 条 <名称> この会は新座市立東北小学校ＰＴＡといい、事務所を新座市立東北小学校（以下、東北小学校）

埼玉県新座市北野 3 丁目 1 番地 1 号におきます。 

 

第 2 条 <目的> この会は家庭・学校および社会における児童の幸福な成長を図るため、保護者と教師が協力し

て活動することを目的とします。 

 

第 3 条 <活動> この会は前条の目的を達成するために次の行動を行います。 

1. よりよい保護者・教師となるため、お互いに学習し親睦を図ります。 

2. 児童の教育的環境をよくすることに努めます。 

3. 児童の校外生活の指導をします。 

4. 公教育を充実することに努めます。 

 

第 4 条 <方針> この会の方針については次のとおりとします。 

1. 児童の教育と福祉のため他の団体や機関と協力します。 

2. 宗教・営利・政治的活動には関係しません。 

3. 他の団体の支配や干渉を受けません。 

4. 学校の運営や人事には干渉しません。 

 

第 5 条 <会員> この会の会員については次のとおりとします。 

1. 会員は任意の東北小学校児童の保護者、および東北小学校職員とします。非加入の意思は年度

毎に文書にて確認することとします。 

2. 会員はすべて平等の権利をもち、義務を果たします。 

 

第 6 条 <構成> この会を構成する単位は、学級、学年、および地区とします。 

 

第 7 条 <役員> この会の役員については次のとおりとします。 

1. 執行部役員の役職と任務 

（１）会長・・・・・・会を代表し、主に校外活動をします。                  （保護者会員１名以上） 

（２）校内会長・・会長を助け、事故ある時は代行します。主に校内の仕事をまとめます。      

（保護者会員１名以上） 

（３）副会長･･･・校内会長を助け、事故あるときは代行します。                        

（教師会員１名、 保護者会員３名以上） 

（４）書記･････・運営委員会、役員会その他の活動について記録し会員に知らせます。        

（保護者会員２名以上） 

（５）会計・・・・・会計事務にあたります。                           （保護者会員２名以上） 

（６）なお、執行部により必要だと認められた場合、期中においても執行部への参加意志がある者    

  を会長の相談役に任ずることができる。 

2． 会計監査の任務 

年 2 回以上会計を監査し、総会に報告します。                       （保護者会員２名） 

3． 常置委員の種類と活動 

（１）学級委員…学級および学年におけるＰＴＡ諸活動を行います。                    

           （基準人数：保護者会員＊各学級２名） 

（２）教養・鑑賞委員…子供に関する教養を高めるための活動を行います。 

   子供たちの為の鑑賞教室を開催します。  （基準人数：保護者会員＊１～５年生各学年１～３名） 
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付則  この規約は昭和 45 年 4 月 1 日から実施します。 

（注）昭和 47 年以降 30 回の一部変更を行っています。 令和 6 年 5 月 8 日に改正し、令和 7 年 4 月 1 日から実施します。 

（３）ベルマーク委員会…ベルマーク・ テトラパック等の回収・集計・発送作業を行います。 
（基準人数：保護者会員＊１～５年生各学級１名） 

      4．任期 

役員の任期は一年とし、再任はさまたげません。また、補欠者は前任者の残任期間とします。 

 

第 8 条 <会議> 会議は、総会、運営委員会、役員会とします。 

      それぞれの会議の性格と活動は次のとおりです。 

1. 総会 

総会は、この会の最高議決機関で、毎年 1 回会長が招集して開きます。臨時総会は会員の 5 分の

1 以上の要求があったとき、または運営委員会が必要と認めたとき開きます。総会は次の事項を審

議し決定します 

（１）予算と活動計画 

（２）決算と活動報告 

（３）規約の改正（出席者の過半数） 

（４）その他会にとって重要と思われる事項 

2. 運営委員会 

運営委員会は総会につぐ議決機関で、執行部役員および常置委員会の委員長、副委員長と学級

委員によって構成されます。 

運営委員会は原則として毎年 3 回会長が招集して開催します。但し緊急を要する場合はこの限り

ではありません。運営委員会は次のことを行います。 

（１）総会に提出する諸議案の審議作成 

（２）役員会常置委員会間の連絡調整 

（３）学校行事とＰＴＡ行事の連絡調整 

（４）役員その他委員の補充に関する事項 

（５）細則の改正（出席者の過半数） 

（６）その他会の運営に関する重要な事項 

3. 役員会 

役員会は執行部役員および常置委員会の委員長、副委員長で構成し、本会の運営に必要な事項

について協議し、とり行うために会長が招集します。 

 

第 9 条 <常置委員会> この会に常置委員会をおきます。 

1. 各委員会はそれぞれ原則として毎月1回委員長が招集して定例会を開き、関係の活動について話

し合い、活動をすすめます。 

2. 各委員会では、それぞれ委員長 1 名と副委員長 2 名を互選し、内 1 名は学校職員から選びます。 

 

第 10 条 <活動費> この会の運営は活動費により執り行われるものとします。 

      活動費は全家庭から一家庭あたり年額 1,000 円とし、第 3 条の目的達成のための活動に有効に充てら

れるものとします。会計年度内に余剰金が発生した場合は、次年度に活動費減額等の手段により還元

します。 

 この会の会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとします。 

1. 途中入会の場合、 

集金日の翌日から夏休み最終日までは 1,000 円（その年の基本年額の全額）、2 学期開始日から 

12 月 31 日までは 500 円（その年の基本年額の半額）、1 月 1 日から 3 月 31 日までは 

250 円（その年の基本年額の 4 分の 1 の額）徴収します。 

2. 途中退会の場合、返金はしません。 
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東北小学校ＰＴＡ細則 

 

１．   役員選出に関する規定 

（１）  執行部役員の選出について 

① 役員候補者は互選によって会長、校内会長、副会長、書記、会計の役員を選定し総会で報告します。 

② 副会長 1 名は教頭とします。 

③ 執行部役員が翌年執行部選出委員選出までに翌々年の役員構成人数を決定します。 

④ 役員選出は以下のとおりとします。 

イ）  運営委員会の協議により前年度末に行うことができます。 

ロ）  １年～５年の会員の中から次年度執行部役員候補者を選出し、互選を行います。 

ハ）  執行部役員の任務を１年間遂行した者は、次年度からの選出を辞退できます。 

⑤ 役員選出にかかる事務手続きは執行部選出委員が担当します。事務内容は以下のとおりとします。 

イ）  役員候補者選出のための告知受付等を行います。 

ロ）  互選によって選定された役員名簿を作り、あらかじめ全会員に配付します。 

ハ）  総会において新年度役員を報告します。 

⑥  執行部選出委員会は年度ごとに発足し委員長１名、副委員長１名を互選します。また総会後に解散す

るものとします。執行部選出委員は 6 年から保護者会員 6 名以上および教師会員から１名選出します。 

（２）  卒対委員の選出について 

卒対委員会は年度ごとに発足し委員長１名、副委員長１名を互選します。また総会後に解散するものと

します。卒対委員は保護者会員 6 年各学級 2 名以上および教師会員から１名選出します。 

（３）  会計監査の選出について 

会計監査は役員経験者の中から会長が任命し、運営委員会で承認を受け、総会で報告します。 

ただし、役員会を構成する者を除きます。 

（４）  交通安全母の会の役員選出について 

交通安全母の会役員は会長が任命し、運営委員会で承認を受け、総会で報告します。ただし 

役員会を構成する者を除きます。 

 

２．  会議に関する規定   

 （１） 会議の議決は出席者の過半数によることを必要とします。 

 （２） 校長はすべての会議に出席し、意見を述べることができます。 

 （３） 学校職員は運営委員会に出席し、意見を述べることができます。 

 （４） 規約の改正は総会の議決、細則の改正は運営委員会の議決を必要とします。 

                                          ☆規約第８条１－（３）、２－（５）☆  

３．  慶弔に関する規定 

（１） 児童及び保護者の弔慰もしくは見舞い 

① 死亡の場合                  香典 ５，０００円                                    

② 火災の場合             全焼のときの見舞金 ５，０００円                                     

半焼のときの見舞金 ３，０００円 

（２） 教職員の死亡の場合          香典（運営委員会、役員会において協議します。）                 

（３） その他、会長が必要と認めたときは運営委員会、または役員会において協議して決めるものとします。 

 

４．  常置委員会に関する規定 

＜委員の選出＞ 

（１） 学級委員会は、年度初めに各学級から選ばれた２名、教養･鑑賞委員会は、年度初めに１～５年各学年か

ら選ばれた 1～３名、ベルマーク委員会は、年度初めに１～５年各学級から選ばれた１名がそれぞれの委
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員会の委員となります。他の役員との兼任はできません。基準人数を超えて選出することができ、また人数

が満たない場合はボランティアを募ります。 

 

５．  特別委員会に関する規定 

（１）  会長が必要と認めた場合、運営委員会の承認を経て特別委員会を置くことができます。 

（２）  委員は会員有志によって構成されます。 

（３）  各委員会ではそれぞれ委員長１名と副委員長を互選します。 

（４）  委員長は必要あるときは役員会および運営委員会に出席します。 

 

６．  役員選出に関する特別規定 

（１）  新座市ＰＴＡ保護者会連合会（以下「市Ｐ・保連」という）の幹事校およびそれに準ずる年に 

     おいては、役職の人数は運営委員会の承認を経て変更する事が出来ます。 

    「市Ｐ・保連」担当役員は出向役員とします。 

 

７．  保護者によるボランティア活動に関する規定 

（１）  保護者によるボランティア活動に関しては、その活動を支援します。 

 

８．  特別委員会等への卒業生保護者の参加に関する規定 
(１) 卒業生保護者の活動への参加を認めます。ただし、運営は在校生保護者が行うものとします。 

 

9．  サークルに関する規定 

（１）  サークル名、代表者名、活動内容、５名以上の構成員名を会長へ提出し、運営委員会の 

    承認を経て発足する事ができます。 

（２）  総会にて年間活動計画を報告します。 

（３）  年度始めに会員名簿を執行部に提出します（増員の場合はその都度提出） 

（４）    活動費は自費とします。 

 

10.  臨時委員会に関する規定 

（１）  会長が必要と認めた場合、運営委員会の承認を経て臨時委員会を置くことができます。 

 

11.  個人情報取扱に関する規定 

（１）  <目的> 

新座市立東北小学校ＰＴＡ（以下、「本会」という）が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑な運営

を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、役員名簿・会員名簿・行事などの記録や写真およ

びその他の個人情報の取扱いについて定めるものとする。 

（２）  <責務> 

本会は、個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、ＰＴＡ活動において個人情報の保護に努めるものと

する。 

（３）  <管理者> 

本会における個人情報の管理者は、会長とする。 

（４）  <秘密保持義務> 

個人情報の管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当

な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（５）  <収集方法> 

本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。 

（６）  <利用> 
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取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

 ① 文書等の送付等 

 ② 各名簿の作成、配布 

 ③ その他、本会が必要と認める事項  

（７）  <利用目的による制限> 

本会はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超

えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

（８）  <管理> 

個人情報は管理者または取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要となった個人情報は管理

者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。 
（９）  <共同利用> 

本会は、（６）に定めた利用目的で取得した個人情報を新座市立東北小学校と共同利用することがある。 

（10）  <第三者提供の制限> 

個人情報は（９）および次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはなら

ない。 

①  法令に基づく場合 

② 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 

③ 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合 

④ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令を定める事務を遂行すること 

に対して協力する必要がある場合 

（11）  <個人情報の開示> 

本会は、本人から保有する個人情報の開示を求められたときは法令に沿ってこれに応じる。 

（12）  <漏えい時等の対応> 

個人情報データベースを漏えい等（紛失含む）したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報

告する。 

（13）  <研修> 

本会は、役員・会員に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施す

るものとする。 

（14）  <苦情の処理> 

本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

 

（注）昭和 47 年以降 27 回の改正を行っています。 

  令和 6 年 5 月 8 日に改正し、令和 7 年 4 月 1 日から実施します。 


